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各 位

会 社 名  ボ ー ソ ー 油 脂 株 式 会 社

代表者名  代表 取 締役 社 長 川 崎 薫

（コード：2608 東証第二部）

問合せ先 常務取締役執行役員 市 川 聰

（TEL：047-433-5551）

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、本日公表いたしました「第 92 期（2020 年３月期）第１四半期報告書の提出および第 91 期

（2019 年３月期）有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」においてお知らせしました

とおり、第 91 期（2019 年３月期）に係る有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしま

した。

またこれと併せて、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告

書」を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、内部統制府令ガイドラインに基づき、今回の提出に関し、監査法人による内部統制報告書の監

査報告書は作成されません。

記

１．訂正の対象となる内部統制報告書

  第91期 内部統制報告書（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

２．訂正の内容

  上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いた

します。

訂正箇所は   を付して表示しております。

３【評価結果に関する事項】

（訂正前）

  上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制

は有効であると判断した。

（訂正後）

  下記に記載した当社グループの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼ

すことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末

日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

記

当社は、当社子会社のリース資産/負債の計上方法並びに当該リース取引に係る当社の保証債務の注

記に誤謬があるとの指摘を監査法人から受け、第 91期有価証券報告書及び四半期報告書について、本
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日訂正報告書を提出いたしました。

  前記の誤謬は本件が購入選択権付リース契約であることに起因する貸借対照表上の資産/負債計上の

解釈によるものです。当該子会社は財務諸表の作成にあたって当該子会社の顧問公認会計士より助言

を受けており、それを基に当社の連結財務諸表に反映いたしました。監査法人からも2019年３月期第

１四半期（2018年４月～６月）のレビュー報告書以降、2019 年３月期末決算を含めて適正であるとの

書面を受けておりました。しかしながら、上記リース契約内容の判明を踏まえ、監査法人内部にて審

査（合議）が行われた結果、これまで当社担当の業務執行社員から受領していた見解とは異なる判断

が示されました。また、過去に当社の子会社で当社が保証するリース取引が発生したことがなかった

ため、本件について当社が保証を行っているにもかかわらず、当社の債務保証額集計の過程で漏れが

生じました。このため、決算・財務報告プロセスの一部に不備があったと認識しています。

  なお、上記の不備が当連結会計年度末までに是正されなかった理由は、事実の判明が翌連結会計年

度以降となったためです。

当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の改善策を実施してまいります。

１．子会社を含むリース契約書の管理レベルの向上

２．リース契約の会計処理に関する勉強会の開催

３．保証債務集計に関する業務プロセスの見直し

                                              以 上


